
行田市と水資源機構利根導水総合事業所は、
み ず し げ ん き こ う と ね ど う す い そ う ご う じ ぎよう し よ

「災害時等における災害対策用機材等の相互融通等に関する協定」

を締結

行田市と独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所は、今般、地

震・大雨等の災害発生時に備えた危機管理体制を強化するため「災害

時等における災害対策用機材等の相互融通等に関する協定」を３月５

日に締結します。

この協定締結により、万が一の災害発生時は、災害対策用機材等

を相互に融通し、被害の拡大防止や被災施設の早期復旧等の災害復

旧活動を迅速かつ円滑に進めることが可能となります。さらには、

情報連絡員を派遣して、被害状況や災害応急対策の実施状況等の情

報共有を図ることとしております。

記

○日 時： ３月５日（火）午前１０時００分から

○場 所： 行田市役所 ２０３会議室

平成３１年２月２６日

独立行政法人水資源機構 利根導水総合事業所
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問い合わせ先

独立行政法人 水資源機構 利根導水総合事業所

総務課長 野村
の むら

住 所：埼玉県行田市大字須加字船川４３６９
す か ふ な か わ

電 話：０４８（５５７）１５０１


